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監査公表第３号 

 

  地方自治法第１９９条第７項の規定により実施した出資団体監査の結果に関  

する報告を決定したので、同条第９項の規定に基づきこれを公表します。  

 

    平成３０年 (2018 年 )４月２５日  

 

 

                                    城陽市監査委員     川 村  和 久 

 

 

                                   城陽市監査委員     谷  直 樹 

 

 

平成２９年度（2017 年度）出資団体監査の結果について  

 

第１ 監査の種類 

   地方自治法第１９９条第７項の規定による出資団体監査 

 

第２  監査の対象 

公益財団法人 城陽市民余暇活動センター 

［市所管部局：教育委員会事務局 文化・スポーツ推進課］ 

 

第３  監査の実施期間     

平成２９年(2017年)１２月８日から平成３０年(2018年)３月２８日まで 

 

第４  監査の方法 

公益財団法人 城陽市民余暇活動センター（以下「余暇活動センター」という。）

の出納その他の事務が、法令等に基づき適正かつ効率的に行われ、また市の所管

部局の指導監督が適切に行われているかを主眼として実施した。 

    監査に当たっては、事務及び計数等の積算、根拠等を明らかにする関係調書、

帳簿類等の提出を求めて審査し、これら関係調書から抽出した項目に関して関係

職員等から説明等を聴取するとともに、必要なものについては現地調査を行った。 

 

第５  監査の結果 

余暇活動センターの出納その他の事務及び市の所管部局の指導監督については、抽

出による監査を行った結果、おおむね適正であると認められた。監査対象の概要及び

監査の結果については、次のとおりである。 
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１ 財団の概要 

（１）名 称  公益財団法人城陽市民余暇活動センター 

 

（２）事 務 所  城陽市寺田今堀１番地 

 

（３）設 立 目 的 

余暇活動センターは、人々の余暇活動の振興のための事業及び余暇活動の環境基

盤を整備するための事業を行い、活力に満ちた魅力ある城陽市のまちづくりと健康

で豊かな地域社会の形成に寄与することを目的とする。 

 

（４）設 立  昭和６０年(1985年)１２月２３日 

 

（５）基 本 財 産  ３,０００万円 

 

（６）事 業 内 容    

余暇活動センターは、その目的を達成するため、次の事業を行っている。 

ア 余暇活動に関する指導者の養成 

イ 余暇活動に関する情報の収集及び提供 

ウ スポ－ツ教室、文化講座の開催 

エ 広く市民が参加できるスポ－ツ、文化に関する催し物の開催 

オ 余暇活動に供する城陽市の施設を指定管理者として管理運営する業務 

カ スパーク城陽（屋内ゲートボール場）の運営に関する事業 

キ 管理施設の緑化環境整備に関する事業 

ク その他、活力に満ちた魅力あるまちづくりと健康で豊かな地域社会の形成に寄与

することを目的とし、その達成のために必要な事業 

 

（７）役員及び事務局体制（平成２９年(2017 年)４月１日現在） 

    評議員 ６名 

  理 事 ７名（理事長１名、副理事長１名、常務理事１名を含む。） 

    監 事 ２名 

 

    事務局 指定業務職員 ４名 指定嘱託職員 ４名 

        一般職員  ２８名 契約職員  ２３名 

 

２ 平成２８年度(2016 年度)の各会計の概要と収支状況 

（１）法人会計 

  余暇活動センター事務局として、役員報酬、嘱託職員報酬等に係る経費、財務会

計端末の保守に係る経費等、財団そのものを維持管理するための経費に係る会計１

７０万４,００１円の黒字（収益事業等会計からの振替額６３６万７,９０５円を含

む。） 

（２）公益目的事業会計 

   スポーツ施設を運営し、スポーツ・レクリエーション活動の普及促進を図る事業

及び文化施設を運営し、芸術・芸能等の文化的活動の普及促進を図る事業に係る会
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計１８５万４,０８８円の黒字（収益事業等会計からの振替額２，００４万４,４７

４円を含む。） 

 

（３）収益事業等会計 

スポーツ施設の利用者に物品販売等のサービスを提供する事業、文化施設の利用

者に物品販売等のサービスを提供する事業、スポーツ施設の管理運営（公益目的外）

に関する事業及び文化施設の管理運営（公益目的外）に関する事業に係る会計１８

万５，３００円の赤字（法人会計及び公益目的事業会計への振替額２，６４１万２，

３７９円を含む。） 

 

３  監査の結果 

余暇活動センターの出納その他の事務及び市の所管部局の指導監督については、抽出

による監査を行った結果、おおむね適正であると認められた。 

余暇活動センターは、平成２６年(2014年)から５年間の文化パルク城陽等の指定管理

者として指定され、電気、ガス、上下水道等の削減等の経費の抑制を図り、また、プラ

ネタリウム事業では、活性化すべきという強い思いから、大学やＮＰＯ法人、市民等と

の連携事業に取り組み、施設運営業務では、多目的文化ホールや各種会議室、市民プラ

ザ等々施設設備を貸館として運営を行い、より公益性の高い事業の充実と広く市民の利

用に供することができている。  

財政面での成果や運動施設全般については、一定の成果を得ているところであるが、

利用者数は文化パルク城陽の一部の施設を除き、平成２７年度に引き続き減少傾向にあ

り、財団にとっては、大変厳しい結果となっている。 

今後においても、魅力あるまちづくりと健康で豊かな地域社会の形成に寄与するため、

各館と連携し、各種事業に積極的に取り組まれたい。 

なお、指摘事項等については、次のとおりである。 

【余暇活動センター】 

ア 公益法人として現状をよく分析されていると評価できるので、分析結果

を有効に活用し、今後において実績につなげられたい。  

また、公益財団法人として適切な運営に努めるとともに、市の所管部局

と協議、連携を図りながら、引き続き、経費の縮減、施設利用の促進等の

経営努力に努められたい。  

イ  法人が所有している車の管理状況を確認するため、運行日誌の簿冊を閲覧したと

ころ、鉛筆の使用によるものを見受けた。 

車の管理においては、車の運行時のトラブルを未然に防ぐために、適切な運行日

誌として整理、保管されたい。 

ウ 業務委託の状況では、１３文化パルク指定管理受託事業会計３７文化振興事業、

文化パルク城陽建物設備管理業務委託事業、その他複数事業において、予算額を上

回る設計金額となっているものを見受けた。 

また、安易な理由をもって、参加業者を絞った長期継続契約によるものを見受け

た。 

契約事務の公正性の保持と経済性を図る観点から、適切な事務処理をされたい。 
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【所管部局】 

ア 今後において、総合運動公園レクリエーションゾーン、宿泊施設の指定管理者が

変わり、新たな経営手法による事業運営が予定されている。 

新たな指定管理者による年間事業計画の検討、実施にあたっては、余暇活動セン

ターとの調整も必要になると思われるので、市が主導性を発揮し、指定管理者間に

おける協議、連携を図り、サービスの維持、向上と効率的な事業運営が円滑に行え

るよう適切な指導監督に努められたい。 

  イ スポーツ施設等における利用者の事故等が発生した場合の対応について確認した

ところ、市への連絡体制が明確なものでなかった。 

さらなる安全管理体制の充実のため、検討されたい。 

 

 


